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厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 

（生活習慣病重症化予防のための戦略研究）） 

分担研究報告書 

 

『自治体における生活習慣病重症化予防のための受療行動促進モデルによる 

保健指導プログラムの効果検証に関する研究』 

－受療行動促進モデルによる保健指導プログラムの介入サポート－ 

分担研究者 野口 緑 大阪大学大学院 医学系研究科 公衆衛生学 招へい准教授 

 

研究要旨 

介入自治体の介入手順及び内容の標準化に向け、平成26年4月から介入を開始した自治

体（以下、「平成26年4月開始群」という。）及び平成26年9月から介入を開始した自治

体（以下、「平成26年9月開始群」という。）に対し、本研究の介入の概念枠組みであ

る受療行動促進モデルに基づいた保健指導プログラムの均てん化に努めた。具体的に

は、介入自治体に複数回出向き、保健指導計画を立てるために必要となるリスク因子発

症のメカニズム、リスク因子が血管障害等へ重症化する病態メカニズム等の知識学習、

及び介入自治体での重症化ハイリスク者の事例をもとにした、対象者のリスク評価と受

療行動促進モデルに基づく保健指導計画立案方法、保健指導資料の使い方、保健指導の

タイミング（初回保健指導、継続①、継続②）等、保健指導に必要な知識や技術につい

て理解が深められるよう働きかけた。 

さらに、継続保健指導実施後の時期に合わせて介入自治体に出向き、保健指導困難事

例などの複数提示された保健指導記録をもとに、本研究の保健指導プログラムを逸脱し

ていないか、保健指導を阻む要因はどのようなものがあるかなどについて、介入自治体

の保健師等と検討した。各自治体で示された保健指導困難事例に対しては、対象者の個

別性に合わせた保健指導プログラムの展開方法などを示し、保健指導継続の支援をする

とともに、全ての介入自治体で保健指導が継続するよう支援の方法を検討した。 

 

Ａ．研究目的 

本研究は、自治体を一つのクラスターと

して行うクラスターランダム化比較試験

（Cluster-Randomized Control Trial：

Cluster-ＲＣＴ）であるため、介入効果を

正しく評価する上で極めて重要となる介入

群クラスター間での保健指導内容の標準化

について、介入自治体への効果的な支援回

数、内容、方法について検討することを目

的とした。 

その過程において、本研究における保健

指導プログラムによる介入を通じて、介入

自治体の保健師等がどのように変化してい

くのか観察する。 

 

Ｂ．研究対象と方法 

平成 26 年 4 月開始群の 14 自治体、及び平

成 26 年 9 月開始群の 3 自治体に対し、次の

項目について働きかけ、最終的な効果を評価

した。 

 

(１)保健指導に必要な健診結果アセスメン

ト技術の向上 

受療行動促進モデルに基づく保健指導を展

開するため、健診結果から、「罹患性・虚弱

性 （ Susceptibility ） 」 及 び 「 重 大 性

（Severity）」についてアセスメントすると

ともに、対象者個人の認知の把握に必要な生

活習慣病等の病態メカニズムについて、改め

て、理解するための研修会を平成 26 年 5 月
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10 日（土）、11 日（日）の両日において実

施した（表 1）。 

この場において、各介入自治体で進めてい

る介入準備に併せて、病態メカニズムのアセ

スメントが難しい事例について、より専門性

の高い観点からのアドバイスを各講師から

受けるとともに、それを踏まえた保健指導計

画の立案アドバイスを行った。これらを通じ

て介入の均てん化を図った。 

 

(２）保健指導プログラム内容等の均てん化 

介入サポートチームにおいて、介入サポー

トを行う担当自治体を決め、継続的なサポー

トが行える体制整備を行った（表 2）。 

これに伴い、チームリーダー及び介入自治

体の担当研究協力者によって、保健指導介入

前及び継続保健指導終了時に併せて各介入

自治体に出向き、介入手順の確認や保健指導

計画の立案方法など介入に必要な知識、技術

などについて均てん化を図った。 

また、保健指導困難事例については、保健

指導記録をもとに受療行動促進モデルに基

づく保健指導の展開方法を示し、継続保健指

導②における介入方法について検討した。 

 

(３)保健指導資料集の改訂と介入自治体で

の使用方法の標準化 

受療行動促進モデルにおいて個人の認知

の把握や発展の過程で使用する保健指導資

料について、よりイメージが湧き、理解が深

まるような資料となるようイラストなどの

精度を上げる改訂を行った。 

さらに、保健指導資料をどのようなリスク

の対象者にどのように使用するか、またどの

ような説明を行うことが効果的かなど、各介

入自治体での事例検討会の際に事例と組合

せて説明し、資料の使用についての標準化を

図った。 

 

(４)保健指導担当者の介入技術及び介入に

対しする認識の変化を調査するアンケ

ートの作成 

複数回の介入サポートを通じて保健指導

担当者の発言や感想、課題意識が変化してく

ることが予想され、これがどのように介入結

果に関連しているか、またどのような介入サ

ポートにより保健指導担当者の技術や意識

が変化するかなどを評価するため、アンケー

トを作成した。次年度以降、定点ですべての

保健指導担当者に対し記載を求め、最終的に

評価していく。 

 

(５)本研究における「保健指導」の定義に

向けた文献検討 

先行研究を選定する際には動機づけ面接

法や行動変容を促す取組みについての検討

に止まっている。そこで今回、本研究の保健

指導対象者（重症化ハイリスク者）に対して、

先行研究ではどのような方法による保健指

導介入が行われているのかを改めて網羅的

に検索し、本研究の保健指導プログラムとの

違いを明確化し、本研究における保健指導の

意義を客観化する。そのため、第１段階とし

てスコーピング・レビュー（scoping review）

を実施する。その結果をもとに、重症化ハイ

リスク者の行動の変容に効果的な介入につ

いてのシステマティック・レビュー

（systematic review）を実施する。 

 

Ｃ．研究結果 

(１)介入自治体における介入技術の向上及

び保健指導プログラムの均てん化 

介入サポートチームにおいて各介入自

治体に出向き、受療行動促進モデルに基づ

く保健指導の考え方や展開方法、各自治体

事例に即した病態メカニズムの確認、困難

事例に対する保健指導の展開の検討を行っ

た（表３）。併せて、介入準備や保健指導

困難が予想される場合の対応などの相談に

ついて、随時、電話、email でのサポート

を行った。 

その結果、保健指導中止例はなく、また、

本研究からの介入自治体の脱落も見られな

かった。介入サポートにより、受療行動促進



 

8 
 

モデルの理解や保健指導目的が明確になり、

すべての介入自治体で概ね介入手順どおり

の介入が進んでいることを確認した。 

 

(２)保健指導資料集の改訂と使用方法の標

準化  

保健指導資料集がより保健指導効果を

上げるものになるよう、病態メカニズムの

資料はできるだけ体の状態をイメージしや

すいリアルなイラストになるよう改訂する

とともに、重症であることがわかるスケー

ルや具体的な生活習慣改善について相談で

きるよう自らの生活状況を計算などで明確

化できるような資料も作成した。 

保健指導に使用した自治体からは、「とて

も分かりやすい資料だと保健指導対象者か

ら言われた」「資料を見ているとこのままで

はまずいということがよくわかると対象者

から言われた」などの意見があった。このこ

とから、受療行動促進モデルに基づく保健指

導を促進するツールになっていることがわ

かった。 

 

(３)介入技術及び介入に対する認識の変化

を調査するアンケートの作成 

介入の経過やそれに伴う介入サポート、

中央研修等によって、介入自治体の保健指

導担当者の介入技術や介入に対する認識の

変化がどのように変化していくかを評価で

きるようアンケートを作成した。 

今後、保健指導担当者に対し年 1～2 回記

載してもらい、介入結果と併せて評価に活用

する。 

 

(４)文献検討結果 

現在継続実施しているスコーピング・レ

ビュー（scoping review）において、重症

化ハイリスク者への保健指導介入に関する

論文の抽出基準として、次のキーワードを

含む論文を抽出することが妥当であること

がわかった。引き続き、MEDLINE 及び CINAHL

で扱われている論文のうち、次のキーワー

ドを含む論文を抽出し、本研究における保

健指導の意義について検討していく。 

 

図１ スコーピング・レビューにおける包

含キーワード 

 

Ｄ．考察 

現在、初回保健指導から継続保健指導①

を終了している。これはまず、介入サポー

トチームにおける介入自治体へのサポート

体制の確立と、保健指導困難状況等が生じ

た際にチームリーダー、サブリーダーへの

随時相談体制が確立したことでタイムリー

に介入をサポートできたことが寄与してい

ると考えられる。 

次に、第 1 回の中央研修会や各自治体で

の初回事例検討会において保健指導担当者

から、受療行動促進モデルに基づく保健指

導の際において最も重要である「罹患性・

虚弱性（Susceptibility）」及び「重大性

（Severity）」の展開に対する自信のなさ

や不安が聞かれたが、事例検討会を通じた

具体的な保健指導展開例の検討や病態メカ

ニズムの確認が、保健指導技術の向上につ

ながり、介入意欲につながっていた。つま

り、事例検討の時期及び内容が保健指導プ

ログラムの均てん化にとって効果的だった

と考えられる。 

このような保健指導担当者の変化と事例

検討会の内容等との関係を明らかにするこ

とは本研究における保健指導プログラムを

さらに均てん化する上で重要になることか

ら、現在、保健指導担当者を対象としたア

ンケートを作成している。このアンケート

を活用しながら、保健指導担当者の変化と

事例検討会の内容等との関係について評価
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する予定である。 

一方、重症化ハイリスク者に対する先行研

究の検討において、海外では、日本の自治体

の保健師と同等の職種が国の施策として位

置付けられている国はほとんどなく、併せて

一般住民に対する健診制度が確立している

国も珍しいため、予防医学の分野において、

本研究で進めている保健指導の概念もほと

んどない。しかしながら、重症化ハイリスク

者の生活習慣改善や行動変容に関する論文

を検討することで、本研究における保健指導

の意義が明確になり、保健指導プログラムの

均てん化の際にも重要になることから、引き

続き検討を進める必要がある。 

 

Ｅ．結論 

介入自治体での事例検討会などを通じて、

保健指導プログラムの均てん化を図ってき

たが、介入自治体のサポート体制の確立や、

事例検討会のタイミングや内容の妥当性、本

研究で作成した保健指導資料が、保健指導担

当者の介入の意欲を喚起し、保健指導技術の

向上につながった。 

今後、このような保健指導担当者の変化と

その要因について評価、検討するため、介入

技術や介入に対する認識、考え方に関するア

ンケートを定点的に実施すること、及び文献

から本研究における保健指導の意義を明確

にするため、検討を進める。 

 

Ｆ．健康危険情報 

なし 

 

Ｇ．研究発表 

１．論文発表 

  なし 

２．学会発表 

  なし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

  なし 

 

Ｉ．研究協力者 

小島寿美（介入サポートチームサブリーダ

ー）  大阪大学大学院医学

系研究科 

      公衆衛生学 特任研究員 

野村美千江 愛媛県立医療技術大学看護学  

 部 教授 

松尾和枝  福岡女学院看護大学 公衆衛 

生看護学 教授 

表志津子  金沢大学医薬保健研究域 保 

健学系 看護学領域 地域環 

境保健看護学分野 教授 

和泉京子  武庫川女子大学看護学部設置

準備室 教授 

山川みやえ 大阪大学大学院医学系研究科 

      保健学専攻 准教授 

桂晶子   宮城大学看護学部看護学科 

      地域看護学領域 准教授 

小出恵子  岡山大学大学院保健学研究科 

助教 

赤間由美  宮城大学看護学部看護学科 

      地域看護学領域 助教 
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表 1 病態研修会の内容 

 内 容 

1 日目 

1 脂質異常症事例の保健指
導計画の立案にいかす病態生
理 
徳島大学 島袋充生先生 

2 高血圧事例の保健指導計
画立案にいかす病態生理 
鹿児島大学 大石 充先生 

2 日目 

3 糖尿病事例の保健指導計
画の立案にいかす病態生理 
神戸大学 小川 渉先生 

4 蛋白尿事例の保健指導計
画の立案にいかす病態生理 
焼津市立病院 菱田明先生 

両日とも、病態生理の講義の後にモデル
事例を使った保健指導計画の立案指導
を野口が行った。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2 継続的な介入サポート体制の整備 

 介入自治体名 担当研究協力

者 

平
成26

年4

月
開
始
群 

Ａ市 
赤間 

Ｂ市 

Ｃ市 
桂 

Ｄ市 

Ｅ市 山川 

Ｆ市 表 

Ｇ市 

和泉 Ｈ市 

Ｉ市 

Ｊ市 
小出 

Ｋ市 

Ｌ市 野村 

Ｍ市 
松尾 

Ｎ市 

平
成26

年9

月
開
始
群 

Ｏ町 松尾 

Ｐ市 表 

Ｑ市 （野口） 

※介入にかかる相談や連絡は野口、小
島、担当研究者の 3 者ともを窓口とし、
いずれかが即時対応できる体制を取っ
た。 
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表 3 介入自治体での事例検討会参加状況 

保健師 栄養士 看護師 その他 保健師 栄養士 看護師 その他

1 Ｌ市 4月7日 36 34 2 11月17日 33 31 2

2 Ｍ市 4月27日 25 25 11月16日 23 23

3 Ｎ市 5月26日 59 33 26 11月19日 54 29 25

4 Ａ市 7月7日 16 12 2 1 1 平成27年4～5月に実施予定

5 Ｈ市 4月28日 10 9 1 12月8日 3 3

6 Ｇ市 4月28日 9 5 1 12月8日 10 8 1 1（事務）

7 Ｉ市 5月30日 34 33 1 12月8日 7 7

8 Ｆ市 5月2日 30 27 3 12月14日 22 22

9 Ｅ市 5月21日 22 22 11月26日 25 21 4

10 Ｂ市 5月22日 7 6 1

11 Ｃ市 7月14日 13 8 取手市保健
師5名

12 Ｄ市 7月30日 14 12 2

13 Ｊ市 8月12日 32 26 6

14 Ｋ市 8月26日 13 13

15 Ｑ市 9月22日 10 10

16 Ｐ市 9月23日 29 26 2 1

17 Ｏ市 10月5日 9 7 2

参加者数
内訳

2回目事例検討会1回目事例検討会

介入市No.

平成27年4
～5月に実
施予定

平成26年
4月開始群

平成26年
9月開始群

日程 参加者数
内訳

日程

 
 
 


